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議
　令和５年第２回町議会定例会が、６月８日に開会
され、令和５年度各会計補正予算、条例改正などに
ついて審議されました。
　定例会は、９日に全議案の審議を終了し閉会しま
した。

令和 5年第２回町議会定例会

会

■令和 5年度月形町一般会計補正予算（第２号）
□�歳入歳出予算の総額にそれぞれ 5億 2,855 万 8,000 円
増額しました。

総額　47 億 3,796 万 1,000 円
■�令和 5年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予
算（第１号）
□�歳入歳出予算の総額からそれぞれ 27 万円減額しま
した。

総額　4億 3,315 万円

議　　案 令和 5年度各会計補正予算
■�令和 5年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正
予算（第１号）
□�収益的収入および支出の総額にそれぞれ917万6,000
円増額しました。
　　　　　　　　　　　　総額　6億 6,947 万 5,000 円
□�資本的収入の総額に 3,686 万 1,000 円、資本的支出
の総額に 4,478 万 2,000 円増額しました。

資本的収入総額　����7,097 万 8,000 円
資本的支出総額　1億 886 万 4,000 円

一���般���質���問
松田議員
　●地域拠点施設とバスターミナルについて
東出議員
　●町民保養センター等改修について

我妻議員
　●�令和６年度の設置を進める月形町の「道の駅」の
姿と、町民へのその周知について

金子議員
　●町内業者の活性化について
　●入札のあり方について

諮　　問
■人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
□人権擁護委員として次の方を法務大臣へ推薦することになりました。
　月形町 1011 番地 318　梅澤　政仁　氏

議　　案 条例の改正その他
■月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
　制定について
□�令和５年度保険税率の改正を行いました。均等割
（１人あたり）および平等割（１世帯あたり）を増
額し、課税限度額および軽減判定所得の基準額を地
方税法施行令で定める額へ改正したことが主な内容
です。

※�令和５年度国民健康保険税の税率については本号
12 ページをご覧ください

■�月形町民保養センター宿泊施設条例を廃止する条例
の制定について
□�月形町民保養センター宿泊施設の解体、撤去に伴
い、月形町民保養センター宿泊施設条例を廃止しま
した。
■月形町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について
□�地方債の活用に当たり、町立病院医師住宅整備事業、
義務教育学校整備事業および再生可能エネルギーの
利用推進のため、公共施設省エネ・再エネ整備事業
などを計画に加えました。
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同　　意
■月形町農業委員会委員の任命について
□�月形町農業委員会委員の任命について、次の方が同
意されました。
　月形町字篠津原野 1646 番地の 1　� 服部　　栄　氏
　月形町字札比内 1205 番地� 青柳　和宏　氏
　月形町字知来乙 434 番地� 黒宮　勝美　氏
　月形町字札比内 1329 番地の 3� 伊藤　清揮　氏

　月形町字南耕地 3622 番地 1� 渡辺　祥紀　氏
　月形町 1008 番地の 82� 山﨑　敏美　氏
　月形町 999 番地の 528� 齋藤　武志　氏
　月形町字知来乙 21 番地 17� 瀧澤　　剛　氏
　月形町 1011 番地 188� 金山　伸吾　氏
　月形町字札比内 1336 番地� 米林　信廣　氏
　月形町 1029 番地 53� 渡邊　　隆　氏

意�見�書
■次のとおり意見書が原案どおり可決され、関係機関へ提出することになりました
□農畜産物の安全性並びに生産継続のための防疫の徹底に関する要望意見書

会�議�案
■次の研修会に町議会議員を派遣することになりました
□北海道町村議会議長会主催　議員研修会（札幌市）　　　7月 � 4 日（火）
□空知町村議会議長会主催　　議員研修会（栗山町）　　　7月 12 日（水）
□北海道町村議会議長会主催　新任議員研修会（札幌市）　7月 19 日（水）
□北海道町村議会議長会主催　広報研修会（札幌市）　　　8月 17 日（木）

報　　告
■�繰越明許費繰越計算書について（令和 4年度月形町
一般会計）
□�令和４年度一般会計において、新型コロナウイルス
感染症対策経費（農業用肥料購入支援事業）に対す
る経費 1,377 万 5,000 円が令和５年度へ繰り越され
ました。

■株式会社月形町振興公社の経営状況について
□事業および予算、決算内容について報告しました。

承　　認
■�専決処分の承認を求めることについて（令和 4年度
月形町一般会計補正予算第８号）
□�歳入歳出予算の総額にそれぞれ 8,090 万 8,000 円増額
しました。

総額　44 億 1,208 万 9,000 円
■�専決処分の承認を求めることについて（令和 4年
度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算第６
号）
□�収益的収入および支出の総額からそれぞれ 2,082 万
円減額しました。
　　　　　　　　　　　　総額　7億 2,501 万 2,000 円

■�専決処分の承認を求めることについて（令和５年度
月形町一般会計補正予算第１号）
□�歳入歳出予算の総額にそれぞれ 1,240 万 3,000 円増額
しました。

総額　42 億 940 万 3,000 円
■�専決処分の承認を求めることについて（月形町税条
例の一部を改正する条例の制定について）
□�令和５年度地方税法改正に伴い、個人住民税の長期
譲渡所得の特別控除を３年間延長、固定資産税の要
件に該当する機械導入の場合、税額を最長４年間減
額とする改正のほか、自動車税および軽自動車税の
環境性能割の税率区分を令和５年 12 月末まで延長
し、特定小型原動機付自転車（キックボード）の税
率（2,000 円）を新設するなどの改正を行いました。


